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職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和７年12月25日 

新潟県人事委員会 

  委員長  氏 家  信 彦 

新潟県人事委員会規則第６－1944号 

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（規則第６－45号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線及び太枠部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

 （用語の定義等） 

第２条 （略） 

２ この規則において「栄養士」には、一般職員給

与条例別表第４のロ医療職給料表㈡の備考及び市

町村立学校職員給与条例第２条第３項に規定する

学校栄養職員並びに給料表の適用範囲に関する規

則（規則第６－1186号）第４条第３号に規定する

管理栄養士を含むものとする。 

 

別表第６ 

医療職給料表㈡級別資格基準表 

職

種 

職務 

の級 

学歴 

免許 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

（略） 

言

語

聴

覚

士 

（略） 

短大３卒 

 １ ５ ３ 別に

定め

る ０ １ ６ ９ 

歯

科

衛

生

士 

大学卒 
  ５ 別に

定め

る 

別に

定め

る  ０ ５ 

短大３卒 
 １ ５ 別に

定め

る 

別に

定め

る ０ １ ６ 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

 

別表第16  

医療職給料表㈡初任給基準表 

職 種 学歴免許 初 任 給 

（略） 

診療放射線技師 （略） 

短大３卒 １級21号給 

（略） 

 （用語の定義等） 

第２条 （略） 

２ この規則において「栄養士」には、一般職員給

与条例別表第４のロ医療職給料表㈡の備考及び市

町村立学校職員給与条例第２条第３項に規定する

学校栄養職員を含むものとする。 

 

 

 

別表第６ 

医療職給料表㈡級別資格基準表 

職

種 

職務 

の級 

学歴 

免許 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

（略） 

言

語

聴

覚

士 

（略） 

短大３卒 

 １ ５ ３ 別に

定め

る ０ １ ６ ９ 

歯

科

衛

生

士 

短大３卒 

 １ ５ 
別に

定め

る 

別に

定め

る 
０ １ ６ 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

 

別表第16  

医療職給料表㈡初任給基準表 

職 種 学歴免許 初 任 給 

（略） 

診療放射線技師 
（略） 

短大３卒 １級21号給 

診療エツクス線

技師 
短大卒 １級15号給 

（略） 
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言語聴覚士 
（略） 

短大３卒 １級21号給 

歯科衛生士 

大学卒 ２級５号給 

短大３卒 １級21号給 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

言語聴覚士 
（略） 

短大３卒 １級21号給 

歯科衛生士 

 

短大３卒 

 

１級21号給 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、令和７年４

月１日から適用する。 


